
令和７年度調布市人事行政の運営等の状況 

 

 

 地方公務員法の一部が改正され，平成１７年４月１日から地方公共団体は職員の

給与や勤務条件等の人事行政の運営状況について公表することが義務付けられまし

た。 

当市においても平成１７年６月に「調布市人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例」を制定し，同年１２月から「調布市人事行政の運営等の状況」を市報並びに

市ホームページにおいて毎年公表しております。 

市の職員の給与，職員定数や勤務条件などは，法律に基づき市議会の議決によっ

て定められた条例や，これに基づく規則などによって規定されています。この公表は，

その人事・給与制度がどのように運営され，どのような状況にあるかを，市民の皆さん

に，より一層ご理解いただくために公表するものです。 

 

   令和７年１２月  

 
公 表 項 目 頁 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 １ 

２ 職員の競争試験及び選考の状況 ４ 

３ 職員の人事評価の状況 ６ 

４ 職員の給与の状況 ７ 

５ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 １３ 

６ 職員の休業の状況 １５ 

７ 職員の分限及び懲戒処分の状況 １６ 

８ 職員の服務の状況 １７ 

９ 職員の退職管理の状況 １８ 

10 職員の研修の状況 １９ 

11 職員の福祉及び利益の保護の状況 ２８ 

12 東京都市公平委員会の業務状況 ３１ 
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１ 職員の任免及び職員数に関する状況  

 

（１）職員の採用・退職の状況                                              （単位：人）  

職種  
令和 6 年 4 月 1 日  

令和 6 年 4 月 2 日～  

令和 7 年 3 月 31 日  
令和 7 年 4 月 1 日  

職員数（うち採用数）  採用者数  退職者数  職員数（うち採用数）  

事務  853 24 33 55 872 40 

事務（社会福祉）  16 1 3 0 19 0 

司書  42 2 0 0 43 1 

児童指導員  5 0 0 0 5 0 

学芸員  7 1 0 1 8 2 

保育士  139 6 0 8 133 2 

介護士  5 0 0 3 2 0 

土木  41 2 0 2 42 3 

建築  36 0 1 1 36 0 

電気  11 0 0 0 12 1 

機械  5 0 1 0 6 0 

化学  2 0 0 0 2 0 

保健師  48 1 2 2 54 6 

看護師  1 0 0 0 1 0 

栄養士  27 1 2 3 29 3 

作業療法士  1 0 0 0 1 0 

言語聴覚士  1 0 0 0 1 0 

自動車運転手  2 0 0 1 1 0 

業務員  39 0 0 3 37 1 

給食調理員  40 0 0 1 39 0 

用務員  0 0 0 0 0 0 

計  1,321 38 42 80 1343 59 

※ 都交流採用職員，再任用ﾌﾙﾀｲﾑ勤務職員等を含み，再任用短時間勤務職員を除きます  

 

（２）事由別退職者数（令和６年度）  

事由  定年  勧奨  普通  懲戒  分限  失職  死亡  その他  計  

人数  22 人  4 人  22 人  0 人  0 人  0 人  2 人  28 人  78 人  

※ （１）の退職者数のうち，都交流採用職員等を除きます 
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（３）昇任試験の実施状況と昇任者数   

下記の試験受験資格等に従い，上位の職層に昇任をしています。  

 

【令和６年度に実施した昇任試験選考】  

昇任試験名  
試験受験  

対象職層  

試験受験資格（基準日 R7.3.31）  合格  

者数  

昇任  

者数  

昇任後  

の職層  

昇任  

時期  満年齢  在級資格等  

係長職昇任

試験選考  

（通常任用）  

主任  満 29 歳

以 上 60

歳未満  

行政職給料表 (1) 2 級

に在級し，かつ，主任

職歴 2 年以上  

24

人  

24

人  

係長  R7.4 

係長職昇任

試験選考  

（専任任用）  

主任  満 29 歳

以 上 60

歳未満  

行政職給料表 (1) 2 級

に在級し，かつ，令和 2

年  4 月  1 日から令和 7

年  3月 31日までに，以

下の職場で３年以上  

・ 市民部 （ 市民税課，

資産税課，納税課に限

る。）  

・子ども生活部  

・福祉健康部  

7 人  7 人  係長  R7.4 

主任職昇任

選考  

（短期任用）  

主事  満 27 歳

以 上 36

歳未満  

行政職給料表（１）１級

に在級し，かつ，  

令和 6 年  4 月  1 日以

前に採用された者  

18

人  

18

人  

主任  R7.4 

主任職昇任

選考  

（長期任用）  

主事  満 36 歳

以 上 60

歳未満  

行政職給料表（１）１級

に在級し，かつ，  

令和 6 年  4 月  1 日以

前に採用された者  

13

人  

13

人  

主任  R7.4 

主任職昇任

選考  

 

技能主事  満 27 歳

以 上 60

歳未満  

行政職給料表（２）１級

に在級し，かつ，  

令和 6 年  4 月  1 日以

前に採用された者  

1 人  1 人  主任  R7.4 
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（４）部門別職員数の状況（各年４月１日現在）                       （単位：人）  

区分    

部門  

職  員  数  対前年増減数  

令和 5 年  令和 6 年  令和 7 年  令和 6 年  令和 7 年  

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議会  12 12 12 0 0 

総務  254 258 273 4 15 

税務  81 80 80 △1 0 

民生  409 405 406 △4 1 

衛生  106 101 106 △5 5 

労働  3 3 3 0 0 

農林

水産  
6 6 6 0 0 

商工  15 16 17 1 1 

土木  138 136 141 △2 5 

小計  1,024 1017 1,044 

 

  △7 27 

教育部門  219 215 212 2 △3 

小計  1,237 1,239 1,256 △5 17 

公
営
企
業
等 

会
計
部
門 

下水道  17 17 17 0 0 

その他  64 59 58 0 △1 

小計  76 76 75 0 △1 

合計  1,315 1310 1,331 △5 21 

※ 一部事務組合への派遣職員等を除きます 

（５）職員の年齢構成（令和７年４月１日現在）  

区分  

20 歳  24 歳  28 歳  32 歳  36 歳  40 歳  44 歳  48 歳  52 歳  56 歳  60 歳   

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 計  

23 歳  27 歳  31 歳  35 歳  39 歳  43 歳  47 歳  51 歳  55 歳  59 歳  以上   

職員数  
人  人  人  人  人  人  人  人  人  人  人  人  

41 87 134 182 181 141 118 155 146 106 36 1,327 

 
0.000%

2.000%

4.000%

6.000%

8.000%

10.000%

12.000%

14.000%

16.000%

18.000%

20～23 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59 60以上

構成比  

5 年前の構成比  
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（単位：人）  （１）職員採用試験の実施状況（令和６年度実施分）  

①令和６年度（８月採用）職員採用試験（事務・事務（社会福祉）・機械・保健師・栄養士）実施状況  

職種  
申込者

数  

第１次試

験受験

者数  

第１次試

験合格

者数  

第２次試

験受験

者数  

第２次試

験合格

者数  

第３次試

験受験

者数  

第３次試

験合格

者数  

上 級 ・ 事 務 （ 経 験

者）  
97 85 39 30 16 15 12 

上級・事務（社会福

祉）  
15 13 7 6 3 3 2 

上級・機械（専門試

験免除）  
1 0 0 0 0 0 0 

上 級 ・ 機 械 （ 経 験

者）  
0 0 0 0 0 0 0 

上級・保健師  5 5 3 3 1 1 1 

中級・栄養士  40 33 5 5 1 1 1 

※１次試験は令和６年４月１９日から５月５日，２次試験は５月２５日，３次試験は６月８日に実施。 

②令和 7 年度職員採用試験（土木・建築・電気・機械・保健師・保育士）実施状況  

職種  
申込者

数  

第１次試

験受験

者数  

第１次試

験合格

者数  

第２次試

験受験

者数  

第２次試

験合格

者数  

第３次試

験受験

者数  

第３次試

験合格

者数  

上級・土木（専門試

験免除）  
5 5 5 4 3 3 3 

上級・土木  15 14 8 7 3 3 3 

上級・建築（専門試

験免除）  
7 7 2 2 2 2 2 

上級・建築  9 8 2 2 0 0 0 

上級・電気（専門試

験免除）  
3 3 2 2 1 1 1 

上級・電気  5 5 3 3 1 1 0 

上級・機械（専門試

験免除）  
1 1 1 1 0 0 0 

上級・機械  3 3 2 2 1 1 1 

上級・保健師  46 44 6 6 4 3 3 

中級・保育士  49 46 9 9 3 3 3 

※１次試験は令和６年４月１９日から５月５日，２次試験は５月２５日，３次試験は６月１５日に実施。 

 

 
２ 職員の競争試験及び選考の状況 
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③令和７年度職員採用試験（事務・事務（社会福祉）・事務（障害者対象）・司書）実施状況  

職種  
申込

者数  

第１次

試験

受験

者数  

第１次

試験

合格

者数  

第２次

試験

受験

者数  

第２次

試験

合格

者数  

第３次

試験

受験

者数  

第３次

試験

合格

者数  

第４次

試験

受験

者数  

第４次

試験

合格

者数  

上級・事務  841 766 324 216 138 124 59 36 33 

上級・事務（社会

福祉）  
34 29 15 7 6 6 4 1 1 

上級・事務（障害

者対象）  
17 14 6 5 1 1 1 1 1 

中級・司書  94 83 13 12 5 5 1 1 1 

※１次試験は令和６年５月２４日から６月２日，２次試験は６月２９日及び３０日，３次試験は７月２０日及

び２１日，４次試験は８月１７日及び１８日に実施。 

 

④令和７年度職員採用試験（学芸員・保健師・保育士・栄養士）実施状況  

職種  
申込者

数  

第１次試

験受験

者数  

第１次試

験合格

者数  

第２次試

験受験

者数  

第２次試

験合格

者数  

第３次試

験受験

者数  

第３次試

験合格

者数  

上級・学芸員  6 6 4 3 2 2 2 

上級・保健師  24 23 13 10 7 6 6 

中級・保育士  5 4 3 2 1 1 1 

中級・栄養士  19 14 9 9 5 5 5 

※１次試験は令和６年９月１３日から９月２２日，２次試験は令和６年１０月１３日，第３次試験は令和６

年１１月２日に実施。 

 

⑤令和７年度職員採用試験（事務・事務（障害者対象）・土木・保育士）実施状況  

職種  
申込者

数  

第１次試

験受験

者数  

第１次試

験合格

者数  

第２次試

験受験

者数  

第２次試

験合格

者数  

第３次試

験受験

者数  

第３次試

験合格

者数  

上 級 ・ 事 務 （ 経 験

者）  
72 64 45 35 27 24 21 

 

上級・事務（障害者

対象）  
19 15 3 2 1 1 0 

上 級 ・ 土 木 （ 経 験

者）  
3 3 3 2 2 2 2 

中級・保育士（経験

者）  
2 2 2 2 1 1 1 

※１次試験は令和６年１２月９日から１２月２２日，２次試験は令和７年１月１８日，第３次試験は令和７

年２月８日に実施。 
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【目標管理型人事評価（一般職）】   

区  分  内  容  

評定の対象者  係長職以下の全職員（技能労務職員除く） 

評定の目的  ・客観的かつ公正で信頼性の高い人事管理を実施するため  

・職員の人材育成 

・職員のモラールの向上・士気の向上  

評定期間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

評価基準日  令和７年１月１日 

評定の方法  ６段階による絶対評価 

評定項目  ・勤務実績（仕事の質・仕事の量）  

・勤務能力（人材育成基本方針に基づいた職層毎の能力） 

【勤務成績評定】   

区  分  内  容  

評定の対象者  係長職以下の全職員（技能労務職員） 

評定の目的  ・客観的かつ公正で信頼性の高い人事管理を実施するため  

・職員の人材育成 

・職員のモラールの向上・士気の向上  

評定期間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

評価基準日  令和７年１月１日 

評定の方法  ６段階による絶対評価 

評定項目  ・勤務実績（仕事の質・仕事の量）  

・勤務態度（規律性・協調性・積極性・責任性）  

・勤務能力（職務知識・判断力・企画力） 

【目標管理型人事評価（管理職）】  

区  分  内  容  

評定の対象者  課長補佐職以上の職員 

評定の目的  ・客観的かつ公正で信頼性の高い人事管理を実施するため  

・職員の人材育成 

・職員のモラールの向上・士気の向上  

評定期間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

評価基準日  令和７年１月１日 

評定の方法  ６段階による絶対評価 

評定項目  ・目標達成度（難易度に応じた目標の達成水準）  

・プロセス（目標達成に向けた職務遂行の過程で発揮された能力や取組姿

勢） 

・服務（業務に従事する中における法令遵守，職場環境の向上の取組等）  

 ３ 職員の人事評価の状況 
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（１）人件費の状況（令和６年度普通会計決算）  

 

（２）職員給与費の状況（令和６年度普通会計決算） 

 ※１  職員手当には退職手当は含まれていません  

 ※２  職員数は，令和６年４月１日現在の普通会計部門の人数（教育長除く）です  

 ※３  職員給与費は，人件費から退職手当，議員報酬，社会保険料の事業主負担分である共済費な   

    どを除いたものです。なお，特別会計の職員給与費は含まれていません。  

   

（３）職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額（令和７年４月１日現在）  

※１  「平均給料月額」とは，令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

※２  「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間外勤

務手当などの諸手当を合計したものです。ただし，期末・勤勉手当は含まれていません。 

※３  国における「平均年齢」，「平均給与月額」は，令和  年国家公務員給与等実態調査によるものです。 

 

（４）職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）  

区分  調布市  東京都  国  

一般行政職  
大学卒  225,500 円  225,500 円  

総合職  230,000 円  

一般職  220,000 円  

高校卒  188,000 円  188,000 円  188,000 円   

 ４ 職員の給与の状況 

住民基本  

台帳人口  

（令和 7 年  

1 月 1 日）  

歳入額（A）  歳出額（Ｂ）  
実質収支  

（Ａ）-（Ｂ）  
人件費（Ｃ）  

人件費率  

（Ｃ）/（Ｂ）  

（参考）  

令和５年度の人

件費率  

人  千円  千円  千円  千円  % % 

239,348 112,436,142 107,946,214 3,907,063 14,585,484 13.5 12.3 

職員数  

(Ａ ) 

給与費  一人当たり給与費  

（B）/（A）  給料  職員手当  期末・勤勉手当  計  (Ｂ ) 

人  

1,354 

千円  

4,996,510 

千円  

1,620,308 

千円  

2,486,541 

千円  

9,103,359 

千円  

6,723 

区分  

一般行政職  技能労務職  

平均  

年齢  

平均給料  

月額  

平均給与  

月額  

平均  

年齢  

平均給料  

月額  

平均給与  

月額  

調布市  41.8 歳  328,552 円  444,094 円  55.2 歳  320,678 円  392,774 円  

東京都  42.3 歳  325,837 円  470,901 円  50.3 歳  289,995 円  391,360 円  

国  42.1 歳  323,823 円  ―  51.2 歳  288,144 円  ―  



 8 

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）  

区分  経験年数 10 年  経験年数 15 年  経験年数 20 年  

一般行政職  
大学卒  285,103 円  321,473 円  353,159 円  

高校卒  －  －  －  

（６）一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在） 

区分  １級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  

計  
標準的な職務内容  

主事  

技師  
主任  係長  

課長  

補佐  
課長  次長  部長  

職員数  245 人  350 人  173 人  57 人  68 人  19 人  18 人  930 人  

構成比  26.3% 37.6% 18.6% 6.1% 7.3% 2.0% 1.9% 100.0% 

1 年前構成比  24.5% 38.9% 19.1% 6.0% 7.2% 2.4% 1.9% 100.0% 

5 年前構成比  29.0% 34.5% 20.1% 4.8% 7.2% 2.6% 1.8% 100.0% 

 ※１  調布市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です  

※２  「標準的な職務内容」とは，それぞれの級に該当する代表的な職名です  

※３  構成比は，合計が１００％になるように調整しています  

 

（７）昇給への人事評価結果の反映状況  

１．人事評価の実施状況  

  地方公務員法第 23 条の 2 に基づき，毎年 1 月 1 日を評定日として人事評価を実施してい

ます。 

２．昇給への人事評価結果の反映状況  

  人事評価結果の昇給への反映は，平成 24 年度より実施しています。また，目標管理型勤

務評定の結果につきましては，平成 23 年度より反映しています。 

1級, 26.3% 1級, 24.5%
1級, 29.0%

2級, 37.6% 2級, 38.9%
2級, 34.5%

4級, 18.6% 4級, 19.1% 4級, 20.1%

5級, 6.1% 5級, 6.0% 5級, 4.8%

5級, 7.3% 5級, 7.2% 5級, 7.2%
6級, 2.0% 6級, 2.4% 6級, 2.6%

7級, 1.9% 7級, 1.9% 7級, 1.8%
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（８）職員手当の状況  

 ① 期末・勤勉手当（令和６年度）  

区分  

調布市  東京都  国  

期末手当  勤勉手当  期末手当  勤勉手当  期末手当  勤勉手当  

支給割合  2.50 月分  

(1.40 月分 ) 

2.35 月分  

(1.15 月分 ) 

2.50 月分  

(1.40 月分 ) 

2.35 月分  

(1.15 月分 ) 

2.50 月分  

(1.40 月分 ) 

2.10 月分  

(1.00 月分 ) 

加算措置の 

状況  

職制上の段階，職務の級等

による加算措置 有  

職制上の段階，職務の級等

による加算措置 有  

職制上の段階，職務の級等

による加算措置 有  

1 人当たり 

平均支給額  
1,841 千円  2,053 千円  ―  

※ （  ）内は，再任用職員に係る支給割合です 

 

 ② 退職手当（令和７年４月１日現在）  

支給率  
調布市  国  

自己都合退職  勧奨・定年退職  自己都合退職  勧奨・定年退職  

勤続 20 年  23.00 月分  23.00 月分  19.6695 月分  24.586875 月分  

勤続 25 年  30.50 月分   30.50 月分  28.0395 月分  33.27075 月分  

勤続 35 年  43.00 月分   43.00 月分  39.7575 月分  47.709 月分  

最高限度額  43.00 月分   43.00 月分  47.709 月分  47.709 月分  

加算措置  
定年前早期退職特例措置  

（2％～20％加算）  

定年前早期退職特例措置  

（2％～45％加算）  

1 人当たり平均支給

額（令和６年度）  
1,369 千円  21,324 千円  ―  

 ※ 退職手当の１人当たり平均支給額は，令和６年度に退職した職員に支給された平均額です  

 

③ 地域手当（令和７年４月１日現在）  

支給率  16％  支給対象職員数  1,354 人  

支給実績（令和 6 年度決算）  844,423 千円  

支給職員 1 人当たり平均支給年額（令和 6 年度決算）  623,650 円  

 

④ 時間外勤務手当  

令和 6 年度  
支給実績  359,082 千円  

支給職員 1 人当たり平均支給年額  269 千円  

令和 5 年度  
支給実績  316,347 千円  

支給職員 1 人当たり平均支給年額  236 千円  
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⑤ その他の手当（令和７年４月１日現在）  

手当名  内容及び支給単価  
国の制度  

との異同  

差異の 

内容  

支給実績  

（令和 6 年度

決算）  

支給職員 1 人当

たり平均支給年

額 (令和 6 年度決

算 ) 

扶養手当  ① 扶 養 親 族 で あ る 子 

11,500 円（子が満 16 歳の

年度初めから満 22 歳の年

度末までは 15,500 円）  

②配偶者又はパートナー

シ ッ プ 関 係 の 相 手 方 

3,000 円  

③ そ の 他  係 長 職 以 下

6,000 円，課長職・課長補

佐職 3,000 円  

※①～③は部長職・次長職

は支給無し  

※②は管理職は支給無し  

異なる  

支 給 対 象 者

の 区 分 と 金

額が相違  

93,106 千円  195,191 円  

住居手当  

 

世帯主（これに準ずる者を

含む）のうち、満 34 歳に

達する日以後の最初の 3

月 31 日までの間にある者

で自ら居住するため住宅

を借り受け、家賃を支払っ

ているものに 15,000 円  

※家賃が月額 15,000 円に

満たない場合は，その家賃

の額  

異なる  
支 給 要 件 と

金額が相違  
24,243 千円  151,521 円  

通勤手当  

 

 

①交通機関等の利用者  

運賃等相当額  

②交通用具（自動車等）の

使用者  片道の使用距

離に応じた額  

異なる  

交 通 用 具 使

用 者 の 使 用

距 離 区 分 が

相違  

115,441 千円  98,332 円  
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給料の特別

調整額  

管理又は監督の地位にあ

る職員のうち特に指定す

るものに支給  

給料月額の 100 分の 25

を超えない範囲内におい

て定める額  

異なる  
支 給 区 分 と

金額が相違  
180,376 千円  1,024,863 円  

管理職員特

別勤務手当  

①管理又は監督の地位に

ある職員が，臨時又は緊急

の必要その他公務の運営

の必要により，週休日又は

休日に勤務した場合  

 8,000 円～12,000 円（勤

務時間が 6 時間超の場合

は，12,000 円～18,000 円） 

②管理職手当の支給対象

となる職員が，災害への対

処その他の臨時又は緊急

の必要により，週休日又は

休日以外の日に午後１０

時から午前 5 時までの間

であって，正規の勤務時間

以外の時間に勤務した場

合  

4,000 円～6,000 円  

（勤務時間が 6 時間超の

場合は，6,000 円～9,000

円）  

異なる  
支 給 金 額 が

相違  
472 千円  16,857 円  

夜間勤務手

当  

正規の勤務時間として，午

後 10 時から翌日午前 5 時

までの間に勤務を命じら

れた職員が勤務した場合

に支給  

 勤務 1 時間当たりの給

料等の額に 100 分の 25 を

乗じて得た額の合計額  

同じ   －  －  

休日勤務  

手当  

勤務 1時間当たりの給料等

の額に 100 分の 135 を乗

じて得た額の合計額  

同じ   3,159 千円  21,198 円  

※ 「（８）職員手当の状況」では，再任用短時間勤務職員の支給額を含んでいます  
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（９）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）  

区  分  給料月額等  

給料  

市長  1,035,000 円  

副市長  895,000 円  

教育長  830,000 円  

議員報酬  

議長  640,000 円  

副議長  580,000 円  

議員  550,000 円  

期末手当  

市長  

（令和６年度支給割合）  

  4.85 月分  

（算定方式）  

（給料月額＋給料月額×20/100）×支給割合  

副市長  

教育長  

議長  

副議長 

議員 

退職手当  

市長 

副市長 

教育長 

（算定方式） 

給料月額×400/100×在職年数 

給料月額×300/100×在職年数 

給料月額×250/100×在職年数 

（1 期の手当額） 

16,560,000 円 

10,740,000 円 

6,225,000 円 

 ※ 退職手当の「１期の手当額」は，令和 7 年４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき，１期（４

年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です（支給時期は任期満了時）  
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５ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）職員の勤務時間，休憩時間の概要  

  8:30          12:00        13:00                   17:15 

     勤務時間       休憩時間        勤務時間  

 

  職員の勤務時間は，８時３０分から１７時１５分までの 1 日７時間４５分，週３８時

間４５分です。勤務時間の途中に６０分の休憩時間があります。 

   なお，児童館，保育園，図書館など上記の勤務時間とは異なった時間で勤務している

職場もあります。 

（２）年次有給休暇の取得状況 

  労働基準法の規定に従い，原則として１年に２０日の有給休暇が与えられます。 

区分  令和 4 年平均取得日数  令和 5 年平均取得日数  令和 6 年平均取得日数  

年次有給休暇  15.4 日  15.9 日  17.3 日  

（３）その他の休暇制度（令和７年４月１日現在）   

年次有給休暇以外にも，特別な事由に該当する場合は，特別な休暇が認められます。 

種類  具体的な内容  付与日数  
令和 5 年  

取得者数  

令和 6 年  

取得者数  

病気休暇  疾病，受傷した場合に，医師

の診断に基づき認められる

休暇 

90 日以内 172 人  185 人  

公民権行使等休

暇  

公民としての権利又は義務

の行使のための休暇 

必要と認められる時間 1 人  1 人  

ドナー休暇  骨髄移植のために骨髄液提

供希望者として登録を実施

するため，または骨髄液提供

のために認められる休暇 

骨髄提供に要する日また

は時間 

0 人  1 人  

妊娠出産休暇  出産前後の休養にあてるた

め休暇 

16 週間（多胎妊娠の場合

は 24 週間）以内 

30 人  40 人  

早期流産休暇  妊娠初期において流産し，安

静加療を要するため又は母

体の健康保持若しくは心身

の疲労回復に係る休養のた

めの休暇 

流産した日の翌日から起

算して，引き続く 7 日以内 

2 人  3 人  

妊娠症状対応休

暇  

妊娠に起因する障害のため

に勤務することが困難な場 

合における休養として与え

る休暇 

10 日以内 13 人  20 人  
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母子保健検診休

暇  

母子健康保健法に基づく保

健指導及び健康診査を受け

るための休暇 

必要と認められる時間 23 人  27 人  

妊婦通勤時間  妊娠中に混雑している公共

交通機関を利用して通勤し

ている場合に認められる休 

暇 

 

正規の勤務時間の始め又

は終わりにそれぞれ 30 分

又はいずれか一方に 60 分

の範囲内 

19 人  17 人  

育児時間  生後１年３か月未満の生児

を養育する職員に認められ

る休暇 

1 日 2 回それぞれ 45 分 

1 日 2 回以内かつ 90 分を

超えない範囲内で 15 分単

位の承認も可 

15 人  13 人  

出産支援休暇  男性職員が配偶者又はパー

トナーシップの相手方の出

産に当たり，子の養育その他

家事等を行うための休暇 

出産の予定日前 2 週間又

は出産の翌日から起算し

て 2 週間の範囲内で，2 日

以内 

（R4.9 までは予定日前 8

週間又は出産の翌日から

8 週間の範囲内で 7 日以

内） 

28 人  27 人  

育児参加休暇  

（R4.10～）  

男性職員が配偶者又はパー

トナーシップの相手方の産

前産後の期間に，育児に参加

するための休暇 

出産の翌日から出産の日

以後 1 年を経過する日ま

での期間内で 5 日以内 

（養育の必要がある子が

ある場合には出産予定日

の 8 週間前から取得可） 

22 人  

 

子供の看護休暇  12 歳に達する日以後の最初

の 3 月 31 日までの子の看護

のための休暇 

5 日以内 

（子が複数の場合 10 日以

内，H22.6 までは 6 日

以内） 

372 人  381 人  

生理休暇  生理日の勤務が困難な場合

の休養として与える休暇 

１回あたり 2 日まで 94 人  51 人  

慶弔休暇  職員が結婚（又はパートナー

シップ関係）する場合，職員

の親族が死亡した場合等の

休暇 

結婚休暇：引き続く 6 日以

内 

忌引休暇：親族により１日

～10 日以内 

197 人  194 人  

災害事故休暇  職員の現住居が地震等の災

害により滅失，毀損した場

合，交通機関の事故等による

場合の休暇 

必要と認める日数又は時

間 

185 人  439 人  
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夏季休暇  夏季における元気回復等を

目的とした休暇 

5 日以内 1,294 人  1,308 人  

リフレッシュ休暇  勤続年数 11・21・31 年目の

職員が心身の活性化や，豊か

な人間性及び活発な創造性

の増進を図るための休暇 

勤続年数 10 年：3 日以内 

勤続年数 20 年：5 日以内 

勤続年数 30 年：5 日以内 

138 人  143 人  

ボランティア休暇  職員が自発的に報酬を得な

いで社会に貢献する活動を

行うための休暇 

5 日以内 

 

1 人  2 人  

短期の介護休暇  日常生活を営むことに支障

がある者の介護や必要な世

話を行う場合の休暇 

5 日以内 

（複数の場合 10 日以内） 

103 人  122 人  

（４）介護休暇の取得状況  

 職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇制度があり，連続する６月取得

することができます。介護休暇は，１日単位又は時間単位で取得することができます。 

 

６ 職員の休業の状況 

 

（１）育児休業・部分休業の取得状況  

 職員が育児をするための休業制度があり，育児休業は，子が３歳に達するまでの期間で

取得することができます。部分休業は，小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた

めに，１日２時間以内で３０分を単位として取得することができます。  

 

（２）配偶者同行休業・自己啓発休業の取得状況   

 配偶者同行休業は，配偶者が，外国で勤務する場合や外国の大学に在学している等を理

由として，外国に滞在している場合，最長３年取得することができます。 

 自己啓発休業は，公務の運営に支障がなく，かつ，当該職員の公務に関する能力の向上

に資すると認めるとき，大学等課程の履修のための休業にあっては２年，国際貢献活動の

ための休業にあっては３年取得することができます。 

 

 

 

区分  令和 4 年取得者数  令和 5 年取得者数  令和 6 年取得者数  

介護休暇  5 人  1 人  2 人  

区分  令和 4 年取得者数  令和 5 年取得者数  令和 6 年取得者数  

育児休業  124 人  96 人  105 人  

部分休業  69 人  88 人  80 人  

区分  令和 6 年取得者数  

配偶者同行休業  2 人  

自己啓発休業  1 人  
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７ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

（１）分限処分者数   

（令和６年度）   

区  分  降任  免職  休職  計  

勤務成績が良くない場合  0 人  0 人  0 人  0 人  

心身の故障の場合  0 人  0 人  10 人  10 人  

職に必要な適格性を欠く場合  0 人  0 人  0 人  0 人  

廃職，過員を生じた場合  0 人  0 人  0 人  0 人  

刑事事件に因る起訴  0 人  0 人  0 人  0 人  

欠格条項該当  0 人  0 人  0 人  0 人  

（令和５年度）   

区  分  降任  免職  休職  計  

勤務成績が良くない場合  0 人  0 人  0 人  0 人  

心身の故障の場合  0 人  0 人  7 人  7 人  

職に必要な適格性を欠く場合  0 人  0 人  0 人  0 人  

廃職，過員を生じた場合  0 人  0 人  0 人  0 人  

刑事事件に因る起訴  0 人  0 人  0 人  0 人  

欠格条項該当  0 人  0 人  0 人  0 人  

 

（２）懲戒処分者数   

（令和６年度）  

区  分  免職  停職  減給  戒告  計  

法令違反  0 人  0 人  0 人  1 人  1 人  

職務上の義務違反又は

職務怠慢  

0 人  0 人  0 人  1 人  1 人  

非行行為  0 人  0 人  0 人  2 人  2 人  

（令和５年度）  

区  分  免職  停職  減給  戒告  計  

法令違反  0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

職務上の義務違反又は

職務怠慢  

0 人  0 人  0 人  0 人  0 人  

非行行為  0 人  0 人  1 人  0 人  1 人  
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８ 職員の服務の状況 

 

（１）服務に関する基本原則の概要  

  服務の根本基準として，「すべて職員は，全体の奉仕者として公共の利益のために勤

務し，且つ，職務の遂行に当っては，全力を挙げてこれに専念しなければならない。」

（地方公務員法第 30 条）と規定し，次のような服務上の制約を課しています。  

基本原則  概要  

法令等及び上司の職務上の命

令に従う義務 

職員は法令等及び上司の職務上の命令については，従わなけれ

ばなりません。 

職務に専念する義務 職員は全体の奉仕者として，勤務時間中全力で職務を遂行しな

ければなりません。 

信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけたり，職全体の不名誉となる行為をし

たりしてはいけません。 

営利企業等の従事制限 営利企業等に従事することは制限されており，従事する場合に

は許可を受けなければなりません。  

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。  

秘密を守る義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。  

政治的行為の制限 職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する等の政治

的行為が禁止されています。 

 

（２）職務専念義務免除の状況  

職務専念義務免除の主な内容  
令和 5 年度  

承認件数 

令和 6 年度  

承認件数  

研修を受ける場合 0 件  0 件  

厚生に関する計画の実施に参加する場合  608 件  633 件  

職員団体の運営のために特に必要な限度内でその会

合又はその業務に参加する場合  
234 件  162 件  

上記以外に任命権者が相当と認める場合  125 件  162 件  

計 967 件  957 件  

 

（３）営利企業等の従事制限の状況   

営利企業等の従事制限の区分  
令和 5 年度  

承認件数  

令和 6 年度  

承認件数  

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会

社その他団体の役員に就任すること  
0 件  0 件  

自ら営利を目的とする私企業を営むこと  0 件  0 件  

報酬を得て，何らかの事業又は事務に従事すること  14 件  18 件  

計 14 件  18 件  
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 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平成２６年法律第３号） 

により，地方公共団体においては職員の退職管理に関する事項を条例等で定め，適正な  

管理を行うこととされています。調布市においては，平成２８年４月１日から「調布市  

職員の退職管理に関する条例」及び「調布市職員の退職管理の運営等に関する規則」を  

制定し，元職員による働きかけの規制や再就職状況の届出等を義務付けています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 職員の退職管理の状況 
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（１）調布市人材育成総合プラン（目指すべき職員の将来像）   

調布市では，これまで個別に進行管理していた３つの人事関連計画(人材育成基本方針・

特定事業主行動計画・障害者活躍推進計画)を統合し、組織力向上のための組織・人事施

策の総合的な計画とするため、「調布市人材育成総合プラン」を策定いたしました。 

先行き不透明で将来の予測が困難な時代において，デジタル技術等の新たな手段の活

用や多様な主体との連携・協働を図りながら，多様化・複雑化する市民ニーズや行政課題

に的確かつ柔軟に対応するとともに，市民に信頼される職員を育成するためには，これま

で以上に周囲と連携・協力しあいながら，ともに考え行動し，主体的・能動的に成長して

いく自律的な職員が求められることから，本プランに掲げる目指すべき職員像を次のと

おりとしました。 

ともに考え行動し，ともに成長する自律的な職員  

＜ともに考え行動する＞「周囲と連携・協力する職員」  

○長期的な視野を持ち職務を主体的に遂行する人材 

○調布市総合計画に掲げたまちの将来像「ともに生き ともに創る 彩りのまち調布」 

の実現や個別計画の組織目標等の達成に向け，着実に取組を推進する人材 

○多様化・複雑化する行政課題に周囲と連携・協力しながら的確に対応できる人材 

○市民や団体と連携・協力しながら施策を展開し，地域課題の解決に貢献できる人材 

＜ともに成長する自律的な職員＞「主体的・能動的に成長していく職員」 

○法令や服務規律等を遵守し，誠実かつ公正に行政サービスを提供し，市民に寄り添い，

信頼され，市民満足度の向上に積極的に取り組む人材 

○長期的な視点に立ち，社会経済状況の変化を的確に捉え，潜在的な行政課題を発見し，

先手を打ち，適応できる人材 

○市民や組織の期待を理解し，主体的に能力開発に努め，周囲に良い影響を与えながらと   

もに成長する人材 

○指示を待つだけでなく，自ら能動的に考え主体的に業務を遂行できる人材 

○自分の意思を持ち，自らを律しながら，組織目標の目的や意義を考えて行動に移すとと  

もに，その行動に対して責任を持ち，粘り強く取組む人材 

○周囲の意見を尊重しながら自身の意見や価値観も大切にし，自分らしさを仕事に生かせ  

る人材  

 

 

10 職員の研修の状況 
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（２）職員研修実施状況（令和６年度）  

 １  市独自研修  
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 ２  東京都市町村職員研修所  
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３  東京都市町村職員研修所第３ブロック合同研修  

 

【その他】  

ア 通信教育研修 個人向け   （経費助成）  ４２人  

イ 自主研究グループ      （助成金交付） ４グループ  

ウ 資格取得経費助成              １８人  

エ 公開講座参加費助成              ２人  

 

11 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）共済組合の短期給付及び長期給付の概要   

市の常勤職員は，東京都市町村職員共済組合に加入して，短期・長期給付を受けるこ

とができます。  

【短期給付】  

区  分  概  要  

法定給付  保健給付  病気，負傷などの場合に支払われる給付  

休業給付  育児休業などの場合に支払われる給付  

災害給付  災害などに支払われる給付  

法定外給付  附加給付  法定給付以外の給付  

 【長期給付】  

区  分  概  要  

老齢・退職給付  老齢厚生年金  

退職年金  

原則として，組合員期間などが 10 年以上 (退職年金は

組合員期間が 1 年以上 )で，かつ，65 歳以上であると

き  

障害給付  障害厚生年金  

障害手当金  

在職中に初診日のある病気やケガにより，一定程度の

障害の状態になったとき  

公務障害年金  公務による病気やケガにより障害の状態になったと

き  

遺族給付  遺族厚生年金  在職中又は退職後に死亡したとき  

公務遺族年金  公務による病気やケガにより死亡したとき  
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 【日本年金機構からの給付】（基礎年金）  

区  分  概  要  

老齢基礎年金  保険料納付済期間などが 10 年以上ある者が 65 歳になったとき  

障害基礎年金  初診日前に保険料納付済期間などが加入期間の 3 分の 2 以上ある者が，

障害等級 1 級又は 2 級に該当する障害の状態になったとき  

遺族基礎年金  被保険者又は老齢基礎年金受給権者が死亡したときで，その者に扶養され

ていた子（18 歳の最初の 3 月 31 日までの間の子など）のある配偶者また

は子がいるとき  

 

(２ )職員共済会の運営状況（令和６年度）  

調布市職員共済会を設置し，職員の健康増進，元気回復その他厚生に関する事業を行

っています。職員が負担する共済会会費（給料月額の 1000 分の 3.5）は慶弔費関係に，

市からの交付金は慰安事業等で運営しています。  

会員会費  交付金  会員数  

19,864 千円 19,864 千円 1,536 人 

※ 会員数には，市職員のほか監理団体職員などを含みます 

 

（３）健康診断の実施状況（令和６年度）   

区  分  受診者数  

定期健康診断  ８８０人 

大腸がん検診  ４１２人 

胃がん検診  ３８人 

情報機器作業健診  ４２人 

 ※ 再任用職員及び会計年度任用職員を除く 

 

（４）公務災害の発生状況   

区  分  公  務  災  害  通  勤  災  害  

令和６年度災害件数  ６件 ２件 

令和５年度災害件数  ６件 ７件 

（５）メンタルヘルスへの対応   

メンタルヘルスに対しては，市役所内の健康相談室に相談窓口  

を設けて随時相談を受付けており，産業医，専門相談員（臨床心  

理士，精神保健福祉士）及び保健師が相談に応じています。  

また，年 1 回メンタルヘルス講習会を職員対象に実施している  

ほか，労働安全衛生委員会の機関紙を用いて職場におけるメンタ  

ルヘルス対策の推進を図っております。  

 

（６）ハラスメントへの対応   

平成 23 年度からセクシュアルハラスメントに加え，パワーハラスメントに対する相
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談窓口を整備しました。市役所の内部相談窓口のほかに，外部相談窓口を開設し，随時

相談を受付ける体制を整え対応しています。  

また，市役所内には，ハラスメント苦情処理委員会が設けられており，ハラスメント

に関する苦情を調査審議し公正な処理に当たることとしています。  

外部相談受付状況（令和６年度）  

区  分  件 数 相談内容  備考  

パワー・ハラスメント ３件  －  ―  

セクシュアル・ハラスメント １件  －  ―  

その他  ２件  －  ―  
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（１）勤務条件に関する措置要求制度の概要と事案処理状況（令和６年度）  

職員は，給与，勤務時間その他の勤務条件に関し，東京都市公平委員会に対して，当

局が適当な措置を講じるよう要求することができます。この制度は，職員の労働基本権

が制約されていることに対する代償措置として認められたもので，職員の権利利益を

確保し，その勤務条件の適正化を図ることを目的としています。  

 【事案処理状況】 

年度当初  

係属件数  

新規  

申立件数  
却下  取下げ 打切り 

判  定  年度末  

係属件数  全部容認  一部容認  全部否認  計  

0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  

 

（２）不利益処分に関する不服申立制度の概要と事案処理状況（令和６年度）  

  職員は，懲戒その他その意に反する不利益な処分に関し，東京都市公平委員会に対し

て，不服申立てをすることができます。この制度は，職員の身分保障を実質的に担保す

るものとして認められたもので，職員が違法又は不当な処分を受けた場合に，その取消

しを求める事後救済の制度となっています。  

 【事案処理状況】  

年度当初  

係属件数  

新規  

申立件数  
却下  取下げ 打切り 

判  定  年度末  

係属件数  処分承認  処分修正  処分取消  計  

0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  0 件  

 

（３）人事管理に関する苦情処理の事案処理状況（令和６年度）  

相談件数  処理件数  

内  訳  
年度末  

未処理件数  
制度説明  

及び助言  

当局への 

単なる伝達  
当局を指導  打切り その他  

４件  ４件  0 件  ４件  0 件  0 件  0 件  0 件  
  

12 東京都市公平委員会の業務状況  


